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1. 令和7年度監督指導(鉱害関係)の実施状況

①立入検査の件数

➢ 立入検査の種別
鉱山保安監督規程(内規)に基づき実施する立入検査、特別検査及び調査は次のとおり
保安検査 鉱山の自主保安体制(監査、法令適合性)を確認する検査
鉱害等検査 基準適合性(数値基準)を確認する検査
その他検査 リスクが高い施設の保守管理状況等の確認や休止鉱山等に対する検査
特別検査 災害・鉱害事故等の発生報告を受け実施する検査
法第39条命令調査 鉱業権消滅後５年以内に法第３９条第１項の命令発動の可否を判断するための調査

令和7年度立入検査(鉱害関係)の実施状況 (件数)

鉱種別
鉱害等検査 その他検査

特別検査 合 計
坑廃水 鉱煙 騒音・振動 集積場 石油坑井 他

金 属 4 (17) 1 (2) 0 (0) 6 (4) 0 (0) 0 (0) 11 (23)

非金属 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

石灰石 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (7) 0 (1) 0 (0) 2 (10)

石油・天然ガス 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1)

石炭・亜炭 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

合 計 6 (19) 1 (2) 0 (0) 6 (11) 1 (2) 0 (0) 14 (34)

注：( )内は、令和6年度実績

➢ 令和7年度実施した鉱害関連の立入検査は、坑廃水検査:6件、鉱煙検査:1件、集積場検査:6件、石油坑井検査:1件の
合計14件。法第39条命令調査：1件

➢ 全体的に検査件数を縮小。熊・地震の影響で中止したものあり
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2. 令和7年度鉱害防止に係る関係機関との連携

水質汚濁対策連絡協議会幹事会(以下、水対協幹事会)

⚫ 河川水系の関係自治体、関係機関の担当者がオンライン上一堂に会し、各機関から水質汚濁対策に係る取組等について

紹介(令和7年度は9河川水系の水対協幹事会へ出席)

⚫ 当支部から自然災害が激甚化していることを踏まえ、過去の鉱山災害事例を紹介

鉱害防止対策研修会における保安講話

⚫ 令和7年9月18日に(一財)東北鉱業会主催の鉱害防止研修会において、鉱害防止に係る保安講話を実施(場所：八幡平
ハイツ(岩手県八幡平市))

⚫ 本講話において、鉱害防止の規制、鉱害事案の発生状況等を説明

【説明資料】
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稼行鉱山の鉱害防止に向けた取組み
➢坑廃水による鉱害を防止するため、次の事項に重点を置き、鉱害防止対策の実施状況を確認し、必要な対策を講じさせる。

・ 坑廃水処理施設における適正な処理
・ 豪雨及び融雪期対策として、清濁分離の推進、集水・貯水・処理能力の確保及び維持管理
・ 事故発生時の迅速な連絡と復旧

➢捨石等の適正処理、集積場の維持管理並びに土壌及び地下水汚染対策等の鉱害防止対策の実施状況を確認し、必要な対策
を講じさせる。

➢各種届に係る未届出を防止し、法令遵守の下で適正な届出の徹底を図る。

休廃止鉱山の鉱害防止に向けた取組み
➢坑廃水による鉱害を防止するため、次の事項に重点を置き、鉱害防止対策の実施状況を確認し、必要な対策を講じさせる。

・ 坑廃水処理施設における適正な処理
・ 豪雨及び融雪期対策として、清濁分離の推進、集水・貯水・処理能力の確保及び維持管理
・ 事故発生時の迅速な連絡と復旧
・ 停電や道路不通などに対応したレジリエンス強化

➢捨石等の適正処理、集積場の維持管理並びに土壌及び地下水汚染対策等の鉱害防止対策の実施状況を確認し、必要な対策
を講じさせる。
特に集積場については、次の事項に重点を置く。
・ 豪雨及び融雪期に備えた排水機能の確保 
・ 事故発生時の迅速な連絡と復旧

令和7年度の監督指導の結果及び令和8年度鉱山保安監督指針に基づき、管内鉱山における排水基準等への不適合ゼロ、集積場に
係る事故ゼロを目指し、監督指導を実施

4. 令和8年度当支部における鉱害防止に向けた取組み



5. 休廃止鉱山に対する補助事業(全国)
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坑道 集積場 坑廃水処理 合計

S48Fy～
R5Fy

R6Fy 計
S48Fy～

R5Fy
R6Fy 計

S48Fy～
R5Fy

R6Fy 計
S48Fy～

R5Fy
R6Fy 計

施設数 53 86 6 145

積立金 66,994 0 66,994 778,749 ※1,021 779,950 172,621 0 172,621 1,018,364 1,021 1,019,565

取戻し 60,100 0 60,100 267,065 0 267,065 115,027 0 115,027 442,192 0 442,192

残 金 6,894 6,894 511,684 512,885 57,594 57,594 576,172 577,373

【鉱害防止積立金】
鉱業活動の終了後に鉱山(鉱業権者)によって実施される鉱害防止事業に必要な資金の積立を義務づけ(坑口閉塞工事、集

積場の覆土等に使用)
(令和7年3月末 単位：千円)

【鉱害防止事業基金】
鉱山(鉱業権者)による坑廃水処理施設の運転費用を賄うための基金の拠出を義務づけ、JOGMECにて拠出金を受入れ、

その管理・運用を行うとともに、資源環境センターに対し運用で得る収入の範囲内でその費用を支払い坑廃水処理を行う
(年間処理費の20倍程度の額を拠出(5～6年間で分割拠出)

年度 鉱山数 施設数 拠出金額

H5Fy～H23Fy 12 49 2,530,991

H24Fy～R6Fy 0 0 0

計 12 49 2,530,991

(令和7年3月末 単位：千円)

6. 特措法関係(東北)


